
 福祉サービス苦情解決事業における事業者訪問調査の流れ 
 

 

 

 

 

 

＜申込書受信後、1週間以内＞ 
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必要事項を記入し、委員会事務局宛てに電子メール

または FAXにて送信してください。 
①申込書の提出 

日程調整ほか② 
訪問日時の調整を電話で行います。 

併せて、苦情解決体制について事前聞き取りをします。 

訪問調査③ 
苦情解決体制の仕組み理解に向けた資料提供をします。 

苦情解決対応について、質問にお答えします。委員及び 

職員２名で訪問し、１時間～１時間半程度を予定します。 

訪問時に簡単なアンケート用紙をお渡しします

ので、ご協力をお願いします。 

後日、電子メールまたは FAXにて送信をしてく

ださい。 

④事後アンケートの提出 
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